
　
医
療
制
度

改
革
関
連
法

案
が
5
月
27

日
に
成
立
し

た
。こ
の
中
で
、紹
介
状
な
し
で

大
病
院
を
受
診
し
た
ら
一
部
負

担
と
は
別
に
、
5
千
円
か
ら
1

万
円
の
定
額
負
担
を
選
定
療
養

（
国
が
認
め
る
保
険
外
診
療
）

と
し
て
徴
収
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
現
在
で

も
、
2
百
床
以
上
の
病
院
で
は

任
意
で
自
由
に
特
別
の
料
金
を

徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

今
回
は
特
定
機
能
病
院
や
5
百

床
以
上
の
病
院
に
義
務
化
す
る

も
の
で
あ
る
。
1
万
円
を
提
唱

し
た
の
は
日
医
で
あ
り
、
横
倉

会
長
も
「
勤
務
医
師
の
疲
弊
を

改
善
す
る
観
点
か
ら
重
要
」
と

評
価
し
た
▼
差
額
ベ
ッ
ド
を

ル
ー
ツ
と
し
ア
メ
ニ
テ
イ
を
対

象
と
し
て
い
た
選
定
療
養
も
今

で
は
、
制
限
回
数
を
超
え
る
医

療
行
為（
リ
ハ
ビ
リ
な
ど
）や
1

8
0
日
超
の
入
院
な
ど
、
10
品

目
に
増
え
て
い
て
道
理
の
な
い

も
の
が
多
い
。
1
万
円
払
え
ば

大
病
院
を
受
診
で
き
る
と
い
う

こ
と
は
、
受
診
で
き
る
医
療
機

関
が
個
人
の
経
済
力
に
左
右
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
、医
療
は
平

等
の
精
神
に
反
す
る
し
、
そ
う

い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
差
額

ベ
ッ
ド
も
本
来
は
廃
止
す
べ
き

で
あ
り
、こ
の
際
、選
定
療
養
全

体
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
▼
か

か
り
つ
け
医
か
ら
大
病
院
へ
と

い
う
流
れ
を
作
る
こ
と
は
大
事

だ
が
、
保
険
外
定
額
負
担
、
そ

れ
も
か
な
り
の
高
額
の
選
定
療

養
で
や
る
の
は
禁
じ
手
で
あ

る
。あ
ら
ゆ
る「
受
診
時
定
額
負

担
」の
布
石
に
な
る
。選
定
療
養

の
義
務
化
な
ん
て
日
本
語
と
し

て
も
お
か
し
い
が
、都
合
の
い
い

よ
う
に
憲
法
解
釈
す
る
国
だ
か

ら
仕
方
な
い
の
だ
ろ
う
か
。 ︵
彦
︶

　
西
陣
・
左
京
・
宇
治
久
世

医
師
会
選
出
の
代
議
員
・
予

備
代
議
員
に
欠
員
が
生
じ
ま

し
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
京

都
府
保
険
医
協
会
選
挙
規
定

第
32
条
1
項
に
よ
り
、
代
議

員
・
予
備
代
議
員
の
補
欠
選

挙
の
公
示
を
次
の
通
り
行
い

ま
す
。　

　
▽
公
示
日
＝
2
0
1
5
年

7
月
5
日
（
日
）

　
▽
締
切
日
時
＝
7
月
10
日

（
金
）
午
後
4
時

︿
西
陣
﹀

　
▽
定
員
＝
代
議
員
2
人
、

予
備
代
議
員
2
人

︿
左
京
﹀

　
▽
定
員
＝
代
議
員
1
人
、

予
備
代
議
員
2
人

︿
宇
治
久
世
﹀

　
▽
定
員
＝
代
議
員
2
人
、

予
備
代
議
員
3
人

（
※
6
月
20
日
号
で
補
選
の

公
示
を
行
い
ま
し
た
が
、
今

回
新
た
に
追
加
で
そ
れ
ぞ
れ

の
補
選
の
公
示
を
行
い
ま

す
）

　
▽
任
期
＝
2
0
1
7
年　

4
月
30
日
ま
で

　
▽
立
候
補
届
出
方
法
＝
立

候
補
さ
れ
る
方
は
所
定
の

「
立
候
補
届
出
書
」
に
必
要

事
項
を
記
入
・
押
印
の
う

え
、
締
切
期
日
ま
で
に
当
該

医
師
会
長
ま
た
は
本
協
会
事

務
局
気
付
、
京
都
府
保
険
医

協
会
代
議
員
会
議
長
ま
で
ご

提
出
下
さ
い
。

　
立
候
補
届
出
書
は
本
協
会

事
務
局
に
用
意
し
て
い
ま

す
。
ま
た
当
該
医
師
会
長
宛

に
も
送
付
し
て
い
ま
す
。

代
議
員
　
補
選
の
公
示

西
陣 

　
左
京 

　
宇
治
久
世

0
1
6
年
に
開
催
す
る
予
定
の

保
団
連
医
療
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム

に
向
け
て
、
会
員
の
忌
憚
な
い

意
見
を
き
く
連
続
企
画
の
第
1

弾
と
し
て
企
画
し
た
も
の
。

　
専
門
医
制
度
の
見
直
し
と
医

療
制
度
改
革
が
現
在
ど
う
い
う

段
階
に
あ
り
、「
今
、
開
業
医

を
め
ぐ
っ
て
何
が
起
こ
ろ
う
と

し
て
い
る
の
か
」
に
つ
い
て
吉

中
丈
志
理
事
か
ら
基
調
報
告
。

提
供
体
制
と
保
険
制
度
の
一
体

的
改
革
で
地
域
の
医
療
者
の
統

合
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
専
門

医
制
度
の
見
直
し
の
中
で
現
在

の
開
業
医
医
療
を
否
定
す
る
形

で
提
示
さ
れ
た
の
が
総
合
診
療

専
門
医
と
い
う
新
た
な
医
師
像

で
あ
り
、
開
業
医
医
療
の
在
り

方
そ
の
も
の
が
転
換
さ
れ
よ
う

と
し
て
い
る
と
問
題
提
起
。

　
続
い
て
、
こ
の
問
題
を
検
討

し
て
き
た
協
会
の
医
療
制
度
検

討
委
員
会
の
委
員
ら
か
ら
、
在

り
方
が
変
え
ら
れ
て
し
ま
う
で

あ
ろ
う
こ
れ
か
ら
の
若
き
担
い

手
た
ち
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し

て
発
言
し
、
参
加
者
と
意
見
交

換
を
行
っ
た
。

　
塚
本
忠
司
氏
（
西
京
）
は
、

開
業
医
と
し
て
地
域
で
生
き
る

と
い
う
こ
と
は
、「
地
域
に
ど

れ
だ
け
お
返
し
が
で
き
る
か
」

で
あ
り
、
地
域
の
連
携
や
認
知

症
カ
フ
ェ
な
ど
に
も
参
加
す
べ

き
と
勧
め
た
。
ま
た
、
在
宅
看

取
り
で
、
死
亡
確
認
を
待
た
せ

る
の
は
逝
か
れ
る
方
に
失
礼
で

あ
り
、
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
心

が
け
が
必
要
だ
と
述
べ
た
。

　

吉
河
正
人
氏
（
福
知
山
）

は
、
聴
診
器
を
当
て
て
も
ら
う

こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
病
院

か
ら
の
紹
介
患
者
の
多
さ
に
驚

く
。
基
本
的
な
医
学
所
見
を
と

る
習
慣
を
大
切
に
す
べ
き
と

語
っ
た
。
日
常
の
元
気
な
と
き

か
ら
継
続
的
に
状
態
を
観
察
し

て
い
る
か
ら
こ
そ
、
す
ば
や
く

異
状
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る

と
訴
え
た
。

　
吉
村
陽
氏
（
相
楽
）
は
、

「
患
者
は
先
生
」と
い
う
言
葉
ど

お
り
、
患
者
さ
ん
か
ら
ど
れ
だ

け
引
き
出
せ
る
か
が
医
師
の
能

力
で
あ
り
、
診
療
だ
け
で
は
な

く
生
活
に
も
目
を
向
け
ね
ば
な

ら
な
い
。
皆
保
険
は
空
気
の
よ

う
に
あ
る
が
、
患
者
は
必
要
な

医
療
が
受
け
ら
れ
、
医
師
は
そ

れ
に
よ
っ
て
生
活
で
き
る
こ
と

に
目
を
向
け
る
べ
き
と
述
べ
た
。

　
渡
邉
賢
治
氏
（
西
陣
）
は
、

専
門
医
制
度
と
は
誰
の
も
の
か

を
問
い
か
け
た
。
医
師
の
た
め

で
あ
れ
ば
、
選
択
は
自
由
で
か

つ
報
酬
に
差
を
つ
け
る
こ
と
が

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
患
者
の

た
め
で
あ
れ
ば
、
選
択
の
役
に

は
立
つ
が
安
心
し
て
任
せ
ら
れ

る
か
否
か
は
資
格
の
有
無
だ
け

に
依
ら
な
い
。
フ
リ
ー
ア
ク
セ

ス
さ
え
守
ら
れ
れ
ば
問
題
は
な

い
は
ず
で
、
国
の
統
括
を
強
め

る
方
向
で
の
見
直
し
へ
の
危
惧

を
示
し
た
。

　
医
師
と
政
治
と
い
う
論
点
で

飯
田
哲
夫
氏
（
下
西
）
は
、
医

療
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
国
民

へ
の
よ
き
医
療
を
根
本
に
、
そ

れ
に
影
響
す
る
社
会
の
仕
組

み
、
動
き
に
意
見
を
述
べ
、
そ

れ
を
実
践
す
る
努
力
を
す
べ
き

どうなる?! 開業医医療

と
し
、
そ
の
意
見
が

あ
る
党
派
性
に
類
似

し
て
い
る
か
ら
と
い

う
理
由
で
排
除
す
る

の
は
本
質
か
ら
乖
離

し
て
い
る
と
戒
め
た
。

　
病
院
の
立
場
か
ら

増
田
道
彦
氏
（
宇

久
）
は
、
病
院
医
師

も
プ
ラ
イ
マ
リ
ケ
ア

は
修
得
す
べ
き
と
の

考
え
か
ら
、
臨
床
研

修
制
度
の
見
直
し
で

ロ
ー
テ
ー
ト
必
修
科

が
減
っ
た
の
は
大
き

な
後
退
と
指
摘
。
病

院
で
は
領
域
別
・
臓

器
別
の
専
門
医
だ
け

で
は
成
り
立
た
ず
、

領
域
別
専
門
医
と
総
合
診
療
専

門
医
の
ベ
ス
ト
ミ
ッ
ク
ス
と
連

携
が
望
ま
れ
る
と
強
調
し
た
。

　
当
日
は
府
内
各
地
か
ら
会
員

　
協
会
は
「
ど
う
な
る
?!　
開

業
医
」
会
員
意
見
交
換
会
を
5

月
31
日
に
開
催
。
こ
れ
は
「
開

業
医
医
療
の
復
権
」
を
テ
ー
マ

に
、
京
都
を
主
務
地
と
し
て
2

会員意見交換会を継続して開催
「
新
専
門
医
制
度
と
総
合
診
療
専
門
医

　 

総
合
診
療
専
門
医
と
は
何
か
」

8
月
9
日（
日
）
午
後
4
時
～
6
時

   

京
都
府
保
険
医
協
会
・
会
議
室

第２回開業医
フォーラム

お
よ
び
行
政
か
ら
も
参
加
が
あ

り
、
総
合
診
療
専
門
医
を
巡
る

今
後
の
情
勢
に
高
い
関
心
が
示

さ
れ
た
。
第
2
回
目
は
「
開
業

医
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
名
称
で
別

記
の
通
り
開
催
す
る
。
多
く
の

会
員
の
参
加
を
お
願
い
し
た
い
。

　
新
年
度
に
当
た
り
、
ご
あ
い

さ
つ
申
し
上
げ
る
。
平
素
は
経

営
部
会
の
業
務
に
ご
協
力
い
た

だ
き
、
感
謝
す
る
。
特
に
休
業

補
償
制
度
、
制
度
融
資
に
つ
い

て
ご
審
査
い
た
だ
い
て
い
る
、

金
融
共
済
委
員
の
先
生
方
に
は

重
ね
て
謝
意
を
表
す
る
。

　
平
素
、
経
営
部
会
は
会
員
の

医
院
経
営
だ
け
で
な
く
、
生
活

全
般
の
サ
ポ
ー
ト
を
目
指
し
活

動
を
行
っ
て
い
る
。
多
く
の
開

業
医
は
一
人
で
診
療
を
行
っ
て

お
り
、
病
気
や
ケ
ガ
な
ど
の
万

が
一
に
備
え
る
た
め
の
休
業
補

償
。
昨
今
の
低
金
利
の
中
で
、

安
全
性
と
高
水
準
の
金
利
を
併

せ
持
っ
た
制
度
で
あ
る
保
険
医

年
金
。
不
幸
に
も
医
療
事
故
が

発
生
し
た
と
き
の
た
め
の
医
師

賠
償
責
任
保
険
。
医
院
経
営
の

負
担
を
少
し
で
も
軽
減
す
る
た

め
の
斡
旋
融
資
制
度
。
そ
の
ほ

か
生
命
保
険
、
自
動
車
保
険
、

火
災
保
険
、
ゴ
ル
フ
ァ
ー
保
険

な
ど
、
多
種
多
様
な
保
険
の
普

応
じ
て
講
演
会
も
行
っ
て
い

る
。
ま
た
、
税
務
調
査
の
実
態

に
つ
い
て
も
情
報
収
集
を
し
て

不
合
理
な
点
に
つ
い
て
は
当
局

に
是
正
を
要
求
し
て
い
る
。

　
最
近
は
雇
用
管
理
に
お
い

医
療
機
関
経
営
を
全
力
で
サ
ポ
ー
ト

て
い
る
。
医
療
機
関
の
負
わ
さ

れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
「
損

税
」
に
つ
い
て
ご
理
解
を
い
た

だ
け
る
よ
う
、
2
0
1
4
年

度
の
地
区
医
師
会
と
の
懇
談
会

で
、
情
報
提
供
を
行
っ
て
き

及
を
行
っ
て
い
る
。

　
ま
た
税
務
関
連
の
事
業
も
経

営
部
会
の
担
当
で
あ
る
。
税
制

へ
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く

よ
う
に
、
各
種
出
版
物
を
会
員

へ
お
届
け
し
て
い
る
。
時
宜
に

て
、
医
療
機
関
が
是
正
勧
告
を

受
け
る
例
が
散
見
さ
れ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
も
適
切
な
ア
ド
バ

イ
ス
を
行
っ
て
い
る
。
消
費
税

に
つ
い
て
は
2
0
1
7
年
4
月

に
10
％
へ
の
増
税
が
予
定
さ
れ

た
。
不
条
理
な
税
負
担
が
早
く

解
決
す
る
よ
う
提
言
し
て
い
き

た
い
。

　
そ
し
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制

度
の
番
号
通
知
が
今
年
秋
か
ら

ス
タ
ー
ト
す
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
も
正
し
い
情
報
を
お
伝
え
す

る
よ
う
努
め
る
。
7
月
23
日
に

経
営
セ
ミ
ナ
ー
と
し
て
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
制
度
の
説
明
を
行
う

の
で
お
越
し
い
た
だ
き
た
い
。

　
最
後
に
、
経
営
部
会
に
限
ら

ず
協
会
は
会
員
の
皆
様
か
ら
の

ご
意
見
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て

活
動
し
て
い
る
。
お
叱
り
も
あ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
も

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
活
動
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
マ

ザ
ー
・
テ
レ
サ
の
名
言
に
「
愛

の
反
対
は
憎
し
み
で
は
な
く
無

関
心
で
す
」
と
い
う
の
が
あ

る
。
ぜ
ひ
、
お
気
軽
に
ご
意
見

を
お
寄
せ
い
た
だ
き
た
い
。

　
新
年
度
に
あ
た
っ
て 

経
営
部
会
　

新
専
門
医
制
度
め
ぐ
っ
て
意
見
交
換

 

副
理
事
長  

内
田 

亮
彦
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主な内容

理
事
就
任
の
あ
い
さ
つ�

（
2
面
）

厚
生
局
・
指
導
実
施
計
画
を
開
示�

（
3
面
）

皆
保
険
解
体
シ
ナ
リ
オ

「
保
健
医
療
2
0
3
5
」
を
批
判�

（
４
面
）



　
京
都
小
児
科
医
会
の
推
挙
に
よ
り
、
理
事
を
拝
命
い

た
し
ま
し
た
。
1
9
9
4
年
か
ら
協
会
の
小
児
問
題
検

討
会
の
委
員
と
し
て
、
事
務
局
に
扶
け
ら
れ
、
後
に
国

の
育
児
休
業
制
度
策
定
の
礎
と
な
っ
た
調
査
・
提
言
に

携
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
検
討
会
は
、
小
児
科

医
会
の
子
育
て
支
援
委
員
会
に
発
展
し
、
今
に
至
る
ま

で
広
く
役
割
を
担
っ
て
お
り
ま
す
。

　〝
子
ど
も
の
権
利
条
約
〞を
道
し
る
べ
に
、子
ど
も
の

育
ち
や
生
き
て
ゆ
く
困
難
の
診
療
を
続
け
て
き
て
、
子

ど
も
の
困
難
の
み
な
ら
ず
、
親
の
養
育
の
苦
悩
、
先
生

方
の
教
育
の
苦
慮
を
お
伝
え
す
る
機
会
を
模
索
し
て
い

ま
す
。
子
ど
も
の
佳
い
刻
を
願
い
、
予
防
と
早
期
手
当

に
駆
り
立
て
ら
れ
ま
す
。
記
憶
力
・
思
考
力
・
機
動
力

と
も
に
不
足
な
が
ら
、
協
会
へ
の
信
頼
と
期
待
に
、
幾

許
か
は
お
応
え
い
た
す
よ
う
努
め
た
く
存
じ
ま
す
。

　
京
都
府
眼
科
医
会
か
ら
の
推
挙
に
よ
り
保
険
医
協
会

理
事
を
拝
命
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
ど
も
京
都

で
生
ま
れ
育
ち
、
今
ま
で
の
ほ
と
ん
ど
の
時
を
京
都
府

内
で
す
ご
し
て
き
ま
し
た
。
勤
務
医
時
代
は
出
張
を
含

め
数
多
く
の
府
内
の
病
院
で
診
療
に
携
わ
り
、
そ
の
の

ち
1
9
9
8
年
に
上
京
区
で
眼
科
医
院
を
開
院
し
ま

し
た
。
勤
務
医
の
頃
か
ら
保
険
医
協
会
に
加
入
し
、
協

会
の
医
師
賠
償
保
険
な
ど
に
加
入
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

そ
の
他
数
多
く
の
情
報
提
供
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
そ

の
実
、
協
会
の
詳
細
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
理
解
で
き
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
回
理
事
と
し
て
、
で
き
る
限
り

社
会
貢
献
の
一
環
と
し
て
業
務
を
遂
行
し
て
ゆ
こ
う
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。
い
た
ら
な
い
点
が
あ
る
と
は
思
い

ま
す
が
、
諸
先
輩
方
の
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

　
こ
の
度
、
伏
見
医
師
会
よ
り
推
挙
を
受
け
理
事
に
就

任
い
た
し
ま
し
た
。

　
2
0
0
9
年
に
開
業
し
て
以
来
、
地
域
医
療
に
貢
献

す
べ
く
努
力
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
の
年
は
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
が
あ
り
行
政
的
な
連
携
が
重
要

で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
経
営
者
と
し
て
は
知
識
・
経
験

と
も
に
な
く
、
医
師
会
や
保
険
医
協
会
か
ら
提
供
い
た

だ
く
迅
速
な
情
報
が
自
分
の
助
け
と
な
り
ま
し
た
。

　
今
回
の
理
事
の
お
話
を
い
た
だ
く
に
あ
た
り
、
毎
日

の
時
間
の
制
約
も
あ
る
中
、
ど
こ
ま
で
お
役
に
立
て
る

の
か
不
安
な
気
持
ち
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
開
業
以
来

支
援
い
た
だ
い
た
と
い
う
気
持
ち
も
あ
り
、
頑
張
っ
て

み
よ
う
と
思
っ
た
次
第
で
す
。
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る

こ
と
も
多
々
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
諸
先
輩
方
の
御

指
導
・
御
鞭
撻
を
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、
京
都
消
化
器
医
会
か
ら
推
挙
を
受
け
、

保
険
部
会
担
当
理
事
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。
下
京
西

部
医
師
会
の
会
員
で
あ
り
、
地
域
医
療
を
担
う
一
員
と

し
て
重
責
を
感
じ
、
日
々
の
内
科
、
消
化
器
内
科
の
外

来
を
中
心
に
、
こ
れ
か
ら
の
在
宅
医
療
に
本
腰
を
入
れ

始
め
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
保
険
医
協
会
理
事
の
話
が
舞

い
込
ん
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
保
険
医
協
会
の
活
動

内
容
に
つ
い
て
は
不
勉
強
で
あ
り
ま
し
た
が
、
保
険
医

あ
っ
て
の
医
療
体
制
で
あ
る
と
い
う
基
本
に
立
ち
戻

り
、
諸
先
輩
方
に
ご
指
導
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
地
域

の
保
険
医
が
健
全
な
医
療
を
行
え
る
体
制
作
り
の
た
め

に
、
研
鑽
を
積
ん
で
、
微
力
な
が
ら
お
役
に
立
て
る
よ

う
に
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
の
ご
指
導
ご

鞭
撻
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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井 
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子
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井 

　
悦
子 

左
　
　
京 

小
児
科

経
営
部
会

 

山
田 

　
一
雄 

山
　
　
科 

皮
膚
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右
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科
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西
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外
科
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宇
治
久
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器
科

2
0
1
5
・
2
0
1
6
年
度

京
都
府
保
険
医
協
会
　
理
事
者
等
名
簿

 

任
期
：
自
2
0
1
5
年
6
月
1
日

 

至
2
0
1
7
年
5
月
31
日

　
京
都
小
児
科
医
会
の
推
挙
に
よ
り
、
理
事
を
拝
命
い

た
し
ま
し
た
。

討
会
の
委
員
と
し
て
、
事
務
局
に
扶
け
ら
れ
、
後
に
国

の
育
児
休
業
制
度
策
定
の
礎
と
な
っ
た
調
査
・
提
言
に

携
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
検
討
会
は
、
小
児
科

　
京
都
府
眼
科
医
会
か
ら
の
推
挙
に
よ
り
保
険
医
協
会

理
事
を
拝
命
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
ど
も
京
都

で
生
ま
れ
育
ち
、
今
ま
で
の
ほ
と
ん
ど
の
時
を
京
都
府

内
で
す
ご
し
て
き
ま
し
た
。
勤
務
医
時
代
は
出
張
を
含

め
数
多
く
の
府
内
の
病
院
で
診
療
に
携
わ
り
、
そ
の
の

　
こ
の
た
び
、
京
都
消
化
器
医
会
か
ら
推
挙
を
受
け
、

保
険
部
会
担
当
理
事
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。
下
京
西

部
医
師
会
の
会
員
で
あ
り
、
地
域
医
療
を
担
う
一
員
と

し
て
重
責
を
感
じ
、
日
々
の
内
科
、
消
化
器
内
科
の
外

来
を
中
心
に
、
こ
れ
か
ら
の
在
宅
医
療
に
本
腰
を
入
れ

理 事 就 任 の あ い さ つ
2 0 1 5 年 (平成 2 7 年) 7 月 5 日第 2 9 3 4 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 2 )毎月 5日･20日･25日発行

第68回定期総会 日時

場所

内容

7月26日 日  午後 1 時 ～ 7 時

ホテルグランヴィア京都 5F (JR京都駅ビル内)

② 午後 3 時10分～ 4 時50分

① 午後 1 時～ 3 時

第189回定時代議員会合併

2014年度活動報告ならびに決算報告、2015年度活動方針（案）ならびに予算（案）等
講演会～木琴の演奏を交えながら～

「1935」をめぐって     通崎 睦美氏（音楽家・文筆家）
③ 午後 5 時～ 7 時 懇親会
ワインテイスティング・福引き
フラメンコ（曲名：セビジャーナス）

［参加費］会員：1,000円、家族・従事者：5,000円

演題

講演会・懇親会には、ご家族・従業員の方々も
ぜひご参加下さい

第68回定期総会（第189回定時代議員会合併）

定期総会ご案内ハ
ガキを６月16日付
で会員各位へお送
りしました。申込
はこのハガキにて
お願いします。
７月17日（金）締切。

アミスおすすめ商品
の販売も行います

※ 講習では、皆さんと一緒にセビジャーナスの始めの部分を
踊れるように手取り足取りお教えします。



　
近
畿
厚
生
局
京
都
事
務
所
は

6
月
9
日
、
15
年
度
の
「
集
団

的
個
別
指
導
対
象
件
数
算
出

表
」
と
「
指
導
等
月
別
実
施
予

定
表
」
を
開
示
し
た
。
こ
れ

は
、
協
会
の
開
示
請
求
に
よ
り

行
わ
れ
た
も
の
。

　「
集
団
的
個
別
指
導
対
象
件

数
算
出
表
」（
表
1
）
に
よ
れ

ば
、
15
年
度
の
対
象
は
、
1
4

6
診
療
所
、
11
病
院
と
な
っ
て

い
る
。

　
集
団
的
個
別
指
導
は
、
レ
セ

プ
ト
1
件
当
た
り
の
平
均
点
数

が
高
い
保
険
医
療
機
関
に
対
し

て
、
地
方
厚
生
局
が
行
う
行
政

指
導
で
あ
る
。
平
均
点
数
の

1
・
2
倍
（
病
院
は
1
・
1

倍
）
で
あ
り
、
か
つ
概
ね
上
位

8
％
の
保
険
医
療
機
関
を
対
象

に
実
施
さ
れ
る
。
な
お
、
前
年

度
、
前
々
年
度
に
集
団
的
個
別

指
導
、
個
別
指
導
を
受
け
た
医

療
機
関
は
除
外
さ
れ
る
。

　
診
療
所
の
選
定
は
12
区
分
に

分
け
ら
れ
る
。
院
外
処
方
を
行

う
医
療
機
関
に
対
し
て
は
平
均

点
数
が
補
正
さ
れ
る
が
、
近

年
、
補
正
点
数
は
開
示
さ
れ
て

い
な
い
。

平
均
点
数
が
高
い
診
療
所

へ
の
個
別
指
導
が
計
画

　
一
方
、「
指
導
等
月
別
実
施

予
定
表
」（
表
2
）
に
よ
る

と
、
個
別
指
導
の
対
象
医
療
機

関
数
は
、
13
診
療
所
、
1
病
院

が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
今
年
度

か
ら
選
定
理
由
の
内
訳
が
開
示

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昨
年

度
の
実
施
予
定
表
に
お
い
て
内

訳
が
開
示
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と

を
受
け
て
、
協
会
か
ら
不
服
申

し
立
て
を
行
っ
た
結
果
、
内
閣

府
の
答
申
を
経
て
合
計
件
数
の

み
内
訳
が
開
示
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
経
緯
か
ら
、
今
年
度
も

開
示
さ
れ
た
。

　
診
療
所
の
内
訳
は
、
情
報
提

供
1
件
、
再
指
導
10
件
、
高
点

　「
医
療
事
故
調
」
の
創
設

は
、
多
く
の
医
療
関
係
者
の
意

見
が
錯
綜
し
て
い
た
が
、
紆
余

曲
折
を
経
て
、
医
療
法
改
正
の

形
で
2
0
1
4
年
5
月
18
日
成

立
、
以
後
の
省
令
や
通
知
で
具

体
化
さ
れ
、
2
0
1
5
年
10
月

1
日
か
ら
施
行
の
運
び
と
な
っ

た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
政
府
・

厚
労
省
の
立
法
形
式
で
あ
り
、

医
療
現
場
や
国
民
の
声
を
ど
の

よ
う
に
反
映
し
た
も
の
か
は
、

な
お
施
行
ま
で
の
期
間
に
寄
せ

ら
れ
る
各
界
関
係
者
の
意
見
と

施
行
後
の
運
用
如
何
に
か
か
っ

て
い
る
。

　
京
都
府
保
険
医
協
会
は
、
こ

の
制
度
に
つ
い
て
過
去
何
度
も

声
明
や
関
係
理
事
な
ど
の
意
見

を
公
表
し
、
本
年
2
月
23
日
林

副
理
事
長
談
話
「
医
療
従
事
者

の
責
任
追
及
と
切
り
離
し
た
事

故
調
査
制
度
の
構
築
を
」
を
発

表
し
た
。

　
事
故
調
の
問
題
は
、
長
年
に

及
ぶ
患
者
側
、
医
療
側
の
対
立

し
た
ま
と
ま
ら
な
い
議
論
の
ま

ま
に
、
十
分
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス

が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
の
ス
タ
ー

ト
で
あ
る
。
端
的

に
、
本
制
度
の
目
的

は
何
に
あ
る
の
か
、

医
療
事
故
の
原
因
究

明
な
の
か
（
関
係
医

師
ら
へ
の
学
習
）、

医
療
の
安
全
・
再
発
防
止
の
た

め
の
対
策
検
討
、
遺
族
へ
の
説

明
（
ひ
い
て
は
責
任
の
所
在
の

解
明
）
に
あ
る
の
か
。
意
見
が

輻
湊
し
て
い
る
。

　
法
文
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
し

て
い
る
こ
と
は
、
病
院
が
事
前

に
想
定
（
予
期
、
予
見
）
し
て

お
ら
ず
、
患
者
に
説
明
し
て
い

な
か
っ
た
事
態
が
お
き
、
患
者

が
死
亡
し
た
事
故
の
み
が
対
象

と
な
る
制
度
な
の
で
あ
る
。
こ

の
制
度
は
、
こ
の
よ
う
な
予
見

外
の
死
亡
事
故
に
つ
い
て
の
、

院
内
関
係
者
へ
の
学
習
（
原
因

の
医
学
的
検
討
）
と
遺
族
関
係

者
へ
の
説
明
（
誠
実
な
対
応
）

を
尽
く
す
こ
と
に
あ
る
と
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　
5
月
30
日
発
表
の
日
本
医
療

法
人
協
会
の
「
医
療
事
故
調
運

用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
最
終
報
告

書
で
も
、
本
制
度
は
医
療
安
全

の
確
保
を
目
的
と
し
、
紛
争
解

決
・
責
任
追
及
を
目
的
と
し
な

い
。
関
係
医
師
に
対
す
る
非
懲

罰
性
・
秘
匿
性
を
守
る
べ
き
こ

と
、
院
内
調
査
が
中
心
で
あ

り
、
且
つ
、
地
域
ご
と
・
病
院

ご
と
の
特
性
に
合
わ
せ
て
行
う

べ
き
で
あ
る
こ
と
を
原
則
と
す

べ
き
と
書
い
て
い
る
。

　
本
誌
連
載
「
続
・
記
者
の
視

点
」
の
筆
者
が
2
9
2
5
号
に

お
い
て
「
徹
頭
徹
尾
、
医
療
側

の
都
合
を
優
先
さ
せ
、
遺
族
を

な
い
が
し
ろ
に
す
る
内
容
だ
。

医
師
の
責
任
追
及
が
十
分
可
能

な
制
度
に
す
べ
き
」
と
す
る
意

見
を
出
さ
れ
た
が
、
制
度
趣
旨

へ
の
誤
解
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
も
っ
と
大
き
い
視
野
で
見

て
い
た
だ
き
た
い
。
本
制
度
発

足
に
関
わ
ら
れ
た
樋
口
範
雄
東

京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研

究
科
教
授
ら
の
意
見
で
も
「
本

事
故
調
は
、
あ
く
ま
で
院
内
に

お
け
る
医
療
専
門
家
に
よ
る
原

因
調
査
が
基
本
で
あ
り
遺
族
の

事
情
聴
取
は
行
わ
な
い
。
従
来

の
考
え
と
違
っ
て
、
医
療
界
の

自
主
的
努
力
に
大
き
く
依
存
し

て
い
る
点
が
決
定
的
だ
」
と
さ

れ
る
。

　
大
き
な
誤
解
を
解
く
前
提
と

し
て
、以
下
3
点
を
指
摘
す
る
。

　
第
1
点
は
、
今
回
の
事
故
調

は
公
的
な
国
家
機
関
で
な
く
民

間
の
機
関
で
あ
る
。
2
0
0
8

年
策
定
の
も
の
は
公
的
機
関
で

強
い
権
限
を
持
つ
こ

と
と
さ
れ
、
ま
た
、

事
故
の
調
査
は
医
療

専
門
家
に
よ
り
行
う

と
さ
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
今
回
は
民
間

機
関
で
あ
る
か
ら
調
査
権
限
も

強
制
で
は
な
い
。

　
第
2
点
は
、
い
き
な
り
第
三

者
機
関
と
し
て
の
事
故
調
で
原

因
調
査
が
行
わ
れ
る
の
で
は
な

い
。
ま
ず
行
わ
れ
る
の
は
、
病

院
の
院
内
調
査
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
信
用
力
や
透
明
性
の
点
で

問
題
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、

改
正
法
で
は
事
故
調
で
調
査
支

援
の
仕
組
み
を
作
る
と
し
て
い

る
。
実
効
性
あ
る
も
の
を
期
待

す
る
し
か
な
い
。

　
第
3
点
は
、「
医
療
事
故
調
」

は
何
を
す
る
の
か
だ
が
、
ま
ず

事
故
を
起
し
た
医
療
機
関
の
院

内
事
故
調
査
報
告
書
を
吟
味
し

て
内
容
を
確
認
す
る
と
あ
る
。

か
か
る
情
報
の
内
で
再
発
防
止

策
に
繋
が
る
も
の
を
全
国
の
医

療
機
関
に
伝
え
る
と
し
て
い

る
。
そ
し
て
極
く
例
外
的
に
、

遺
族
の
要
請
で
事
故
調
が
自
発

的
に
調
査
に
の
り
だ
す
こ
と
も

あ
り
得
る
と
す
る
。
そ
れ
は
、

ど
の
よ
う
な
場
合
か
、
こ
れ
か

ら
の
検
討
会
な
ど
の
論
議
に
委

ね
ら
れ
る
。

寄 稿

「
医
療
事
故
調
」 

の
趣
旨
は
再
発
防
止

弁
護
士
　
莇
　
立
明

指
導
等
の
実
施
計
画
表
を
開
示

数
2
件
、
そ
の
他
0
件
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
か
ら
分
か
る
こ

と
は
、
診
療
所
の
個
別
指
導
に

お
い
て
、
京
都
で
初
め
て
、
平

均
点
数
が
高
点
数
の
医
療
機
関

に
対
す
る
個
別
指
導
の
実
施
が

現
実
味
を
帯
び
て
き
た
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
高
点
数
医
療

機
関
に
対
す
る
個
別
指
導
が
実

施
さ
れ
れ
ば
、
保
険
医
の
中
に

保
険
診
療
を
委
縮
す
る
気
持
ち

が
生
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

協
会
は
保
団
連
を
通
じ
、
高
点

数
を
選
定
基
準
と
す
る
集
団
的

個
別
指
導
、
個
別
指
導
を
廃
止

す
る
よ
う
厚
生
労
働
省
に
対
し

て
毎
年
要
請
し
て
い
る
が
、
会

員
に
お
い
て
は
委
縮
診
療
に
陥

る
こ
と
の
な
い
よ
う
お
願
い
し

た
い
。

　
ま
た
、
再
指
導
が
10
件
と

な
っ
て
い
る
が
、
新
規
個
別
指

導
の
結
果
、
再
指
導
と
な
っ
た

診
療
所
が
多
く
含
ま
れ
て
い

る
。
新
規
個
別
指
導
は
教
育
的

効
果
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
た
め
、
再
指
導
の

対
象
と
す
べ
き
で
は
な
い
が
、

京
都
府
の
実
態
と
し
て
、
新
規

個
別
指
導
の
結
果
、
再
指
導
と

な
る
診
療
所
が
増
え
て
い
る
。

協
会
は
新
規
開
業
会
員
に
対
し

て
奇
数
月
第
3
木
曜
日
に
開
催

し
て
い
る
「
保
険
講
習
会
Ｂ
・

新
規
個
別
指
導
対
策
」
へ
の
参

加
を
呼
び
か
け
て
い
る
。
ぜ
ひ

受
講
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
さ
ら
に
、
協
会
は
、
個
別
指

導
に
お
い
て
保
険
医
の
人
権
が

脅
か
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
考

え
て
お
り
、
個
別
指
導
時
の
録

音
と
弁
護
士
の
帯
同
を
推
奨
し

て
い
る
。
会
員
の
希
望
が
あ
れ

ば
、
5
万
円
（
消
費
税
別
）
＋

交
通
費
実
費
の
負
担
で
、
協
会

顧
問
弁
護
士
、
協
力
弁
護
士
の

帯
同
が
可
能
で
あ
る
。
ご
相
談

い
た
だ
き
た
い
。

　
協
会
は
5
月
14
日
、
京
都
府

調
理
師
会
と
初
の
懇
談
会
を
開

催
。
入
院
時
食
事
療
養
費
「
標

準
負
担
額
」
引
き
上
げ
等
に
つ

い
て
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

　
懇
談
で
は
協
会
が
、
残
念
な

が
ら
成
立
し
た
「
医
療
保
険
制

度
改
革
関
連
法
案
」
の
概
要
、

問
題
点
を
紹
介
し
た
。
ま
た
会

員
病
院
院
長
な
ら
び
に
栄
養
課

責
任
者
を
対
象
に
実
施
し
た

「
入
院
時
食
事
療
養
『
標
準
負

担
額
』
引
き
上
げ
方
針
に
関
す

る
意
見
調
査
」
に
つ
い
て
、
負

担
引
き
上
げ
に
も
ち
ろ
ん
反
対

で
あ
る
こ
と
、
調
理
技
術
が
治

療
に
活
か
せ
る
と
い
っ
た
結
果

を
説
明
。
ま
た
引
き
上
げ
に
よ

り
、
患
者
が
病
院
食
を
断
り
食

べ
な
か
っ
た
り
、
負
担
額
よ
り

も
安
価
な
食
品
を
持
ち
込
ん
だ

り
す
る
こ
と
で
、
栄
養
管
理
が

で
き
な
く
な
る
と
い
っ
た
危
惧

が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
を
紹

介
し
た
。
ま
た
調
査
結
果
か

ら
、
安
倍
首
相
ら
に
「
入
院
時

食
事
療
養
『
標
準
負
担
額
』
引

き
上
げ
の
撤
回
と
入
院
時
食
事

療
養
費
の
引
き
上
げ
を
求
め
る

緊
急
要
請
」
を
行
っ
た
こ
と
、

京
都
選
出
国
会
議
員
に
対
し
て

は
、
そ
れ
に
協
力
を
求
め
る
要

請
を
提
出
し
た
こ
と
を
紹
介
し

た
。

　
こ
れ
に
対
し
調
理
師
会
は
、

調
理
技
術
が
治
療
に
活
か
せ
る

と
の
意
見
が
多
く
示
さ
れ
た
調

査
結
果
は
正
直
嬉
し
い
。
調
理

に
は
手
順
が
あ
り
そ
れ
を
守
る

こ
と
で
食
中
毒
も
防
ぐ
こ
と
が

で
き
る
、
と
調
理
技
術
の
重
要

性
を
強
調
し
た
。
ま
た
一
般
の

飲
食
店
で
あ
れ
ば
と
に
か
く
お

い
し
い
も
の
を
作
れ
ば
よ
い
。

し
か
し
病
院
の
食
事
は
患
者
に

よ
っ
て
様
々
な
制
限
が
あ
り
、

作
る
の
は
大
変
だ
ろ
う
。
今
回

の
標
準
負
担
額
の
引
き
上
げ
は

高
す
ぎ
る
。
患
者
は
4
6
0

円
あ
れ
ば
病
院
食
で
は
な
く
、

ど
こ
で
で
も
食
べ
ら
れ
る
と
考

え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

技
術
を
評
価
し
た
も
の
で
は
な

く
、
患
者
負
担
が
増
や
さ
れ
る

だ
け
の
内
容
で
あ
り
、
引
き
上

げ
に
は
反
対
、
と
の
考
え
が
示

さ
れ
た
。

　
ま
た
両
会
は
今
後
も
情
報
交

換
や
連
携
を
行
っ
て
い
く
こ
と

を
確
認
し
た
。

表１　診療所 2015年度集団的個別指導対象件数

表 2　2015年度指導等月別実施予定表

区分 機関数
平均点数

（端数切捨） 選定（実施）
予定件数

点数 前年比
内科〔人工透析有
以外（その他）〕 821 1,380 －16 67

内科〔人工透析有
以外（支援診）〕 261 1,644 －28 21

内科〔人工透析有〕 19 24,937 －620 2
精神・神経科 95 1,532 51 7
小児科 130 927 16 3
外科 156 1,765 －34 9
整形外科 158 1,396 －89 10
皮膚科 97 684 －3 7
泌尿器科 34 2,625 －214 3
産婦人科 84 1,117 －8 1
眼科 156 782 33 9
耳鼻咽喉科 139 901 27 7

診療所計 2,150 ― ― 146

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

病
院

集団的個別指導 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
新規個別指導 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

個別
指導

情報提供 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
再指導 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
高点数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

施設基準調査 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 66

診
療
所

集団的個別指導 0 0 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0 146
新規個別指導 8 12 8 0 5 0 0 1 8 8 6 0 56

個別
指導

情報提供 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
再指導 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
高点数 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 1 1 0 2 2 3 1 1 1 1 0 13

「標準負担額」引き上げ反対で一致した懇談

厚生局

調
理
師
会
、 

入
院
時
食
事
療
養

「
標
準
負
担
額
」 

引
き
上
げ
に
反
対

協
会
と
初
の
懇
談
会
で
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１．いとも簡単に転換される「パラダイム」

　塩崎恭久厚生労働大臣直轄の有識者会議である「保健
医療2035策定懇談会」が６月９日、「保健医療2035提言
書」をまとめ、塩崎厚労相に提出した。
　提言書は冒頭から、「2035年、日本は健康先進国へ」
と大見出しを掲げているが、本当だろうか。つづくリー
ド部分には、「保健医療を取り巻く環境が大きく変化す
る中で、日本の経済成長と財政再建にも貢献し　ひとり
ひとりが主役となれる健やかな社会を実現していく」と
ある。
　「経済成長や財政再建に貢献する」ことは、医療の本
旨とは本来無関係であり、百歩譲っても副次的なことに
過ぎない。医療政策を考えるなら、必要な人に必要な医
療を提供することにこそ腐心すべきだ。
　しかし本文中にも「リーン・ヘルスケア」なる聞きな
れない言葉が出てくる。「価値の高いサービスをより低
コストで提供」する、「いわばより良い医療をより安く」
がコンセプトだという。この言葉には、医療は市場で購
入する商品であるかのような錯覚がある。こうした認識
が、日本の医療政策や制度設計を担う人たちの間では、
もはや一般化してしまったのだろうか。だからこそ、
「均質のサービスが量的に全国各地のあらゆる人々に行
き渡ることを目指」してきた、国民皆保険制度の「パラ
ダイム」を簡単に「転換」するとの発想に立つことがで
きるということなのかもしれない。

２．提言書の構想する2035年の医療制度の姿
　提言書が描き出す医療制度の姿は、「健康先進国」の
実現どころか、国民皆保険制度を根底から否定したもの
である。題名が示すとおり、その時間的射程は「2035
年」、団塊世代の二世が65歳を迎える時期を想定してい
る。これまでの射程は「2025年」の「地域包括ケアシス
テム構築」であり、10年分の積み増しというわけであ
る。したがって、既に2025年に向けて進行中の制度改革
を基礎にしたさらなる改革の構想となっている。
　概括すれば、それは次のようなものである。
① 　既に導入された地方自治体を基礎にした医療費抑
制の仕組みを発展させ、「自律」や「ローカルオプ
ティマム」の名の下に、国による全ての人々に対す
る統一的な医療保障という観点での政策をほぼ完全
に解体する

② 　一方で、地方自治体による確実な医療費抑制を可
能とするため、地方自治体・医療者・患者を統制す
る仕組みを、国は積極的に開発・構築する

③ 　日本が世界の保健医療を牽引する（グローバル・
ヘルス・リーダー）として、「病院」・「名医」・「医
療提供体制」・「地域包括ケアシステム」を海外展開
させる

３．構想の実現＝国民皆保険の解体
　提言書はそのための方策を縷々述べているのだが、結
局のところそれは国民皆保険制度の解体をめざすことと
同義である。

　国民皆保険制度をこれまで同様に、「皆医療保障型」
の制度として成立させ続けるために崩してはいけない基
本原則がある。
　その一つにして最大の柱が「必要充足原則」である。
必要な医療が必要なだけ、保険給付として提供されるこ
と、そして、それは財政の事情や国策の方向性とは無関
係に、あくまで独立した医師の専門性に基づく判断で提
供されなければならない。この原則を具体化するための
枠組みが、「全国統一給付保障」「療養の給付」「フリー
アクセス」である。提言書はそれらを否定し、解体を提
案している。

（１）都道府県別の診療報酬

　提言は、医療・介護総合確保推進法（川上・川下の改
革）と医療保険制度改革関連法（国保の都道府県化・都
道府県医療費適正化計画の強化）の施行により、都道府
県に医療費目標を設定させ、都道府県自らがそれを上回
る医療費支出とならないよう、管理・抑制する仕組みが
構築されたことを基礎に、その実効をめざす新たな仕組
みを提起した。
　それが、医療費適正化計画の推計を上回る医療費支出
となった都道府県については、診療報酬を引き下げると
いうものである。さらに、「地域差」の存在についても
「都道府県の努力の違いに起因する要素」は「都道府県
がその責任（財政的な負担）を担う仕組みを導入」する
という。
　このように、全国統一給付原則を明確に否定する形
で、都道府県ごとの医療費抑制の取組を強化させる。

（２）医療の担い手の「差し換え」

　その上で次に提起されるのは、地域における医療の担
い手の「差し換え」＝開業医から総合診療専門医へ、で
ある。
　提言書は、「将来的に、仮に医師偏在が続く場合にお
いては、保険医の配置・定数の設定や、現在の自由開業
制・自由標榜制の見直し」を行い、「総合的な診療を行
うことができるかかりつけ医」を「すべての地域で」配
置するとした。
　かかりつけ医が求められるのは「適切な医療を円滑に
受けられるようにサポートする」「ゲートオープナー」
機能だという。
　この医師像は、今日の開業医が、自らの医学的判断に
基づき、自ら診断し、自ら治療を提供することを基本
に、時には他の医療機関とも連携し、他科・他院での受
診も促している在り方と本質的に違うものである。
　この、かかりつけ医の診療報酬は「包括払い」とさ
れ、医学的必要性に基づいた療養の給付と一体の関係に
ある、上限設定なき医療提供を可能とする「出来高払
い」は明確に否定されている。
　その否定は、今日の開業医医療の否定でもある。
　医学的専門性に基づいて医療を提供する開業医という
あり方は、医療費抑制策の推進にとって不都合な存在な
のである。それよりも、新しく誕生する総合診療専門医
を、国の政策に則って仕事をする、国家統制可能な医師

談
　
話

像として、今の開業医と差し換えようとしているのであ
る。

（３）フリーアクセス制限と新たな「階層化」

　さらに、患者がかかりつけ医を受診した場合の「患者
負担軽減」という提案もなされている。これは、二つの
性格を持つ提案である。
　一つは言うまでもなく、フリーアクセス制限である。
かかりつけ医というゲートを通過することなしに、他医
療機関へアクセスすることを戒めるものである。
　しかし、窓口一部負担の金額を気にせず、受診できる
階層の患者は存在する。そういう人たちは、かかりつけ
医以外（単科の専門科開業医や病院外来）を受診でき
る。
　これは保険診療の世界に「混合診療」とは別の「新た
な階層化」が持ち込まれることを意味する。経済的事由
でかかりつけ医の医療しか受けられない患者層とそれ以
外の医師の診療を受けられる患者層が生み出されかねな
いのである。
　もちろん、これは裏返すと医師の階層化にもつなが
る。安い費用で受診できる総合診療専門医と高額な費用
を払わなければ受けられないそれ以外の専門医、であ
る。

（４）公的医療保険の基本設計の変更

　さらにである。「安定した保健医療財源」の項に、次
のような表記がある。「公的医療保険の役割や機能につ
いては」「不断の検証」を行い、その「結果、公的医療
保険の範囲から外れるサービスを患者の主体的な選択に
より利用する際に、活用できる新たな金融サービス、寄
付による基金など公的保険を補完する財政支援の仕組み
の検討も重要である」。加えて欄外注に「例えば、基礎
となる公的医療保険の土台に、地域や職域保険が選択的
に提供できるサービスを新たに追加できるようにし、そ
の一部を付加的なサービスととらえ保険範囲外とするこ
とや、重症度・救命性が低く費用対効果の低いサービス
の一部を保険範囲外とすることなど、さまざまな手法が
考えられる」とされる。
　ここに顕れているのは、①公的医療保険からの給付は
限定的②それ以上の医療を受けたい人は、富裕層なら
「金融サービス」、そうでない低所得者は「財政支援」を
活用する―という新たな医療保険制度像である。これ
は、従来の保険外併用療養費制度を通じた混合診療拡大
路線ではない、新たな公的医療保険の二階建て化への道
である。
　皆保険体制解体後の新たな医療保険構想に向けて、事
態が着々と動いていることが明白に示された提案といえ
るだろう。

４． 皆保険の堅持・発展にしか
医療の未来はない

　私たちが今回の提言書を深刻に受け止めるのは、内容
的な問題に止まらない。重大なのは、この提言書が厚生
労働省管轄の審議体から出されたという事実である。仮
にこの提言書が財務省や経済産業省から出されたもので
あれば、さもありなんで、これほどのインパクトを与え
なかったであろう。従来の厚生労働省で政策立案・制度
設計を手掛ける人たちが守ってきた、踏み越えてはいけ
ない最低限のラインを、この提言書はいとも簡単に踏み
越えてしまっているのである。
　さらに、ここ数年の医療・介護総合確保推進法や医療
保険制度改革、そして専門医制度見直しによって築かれ
たフォーマットによって、国がその気になれば提言書の
構想する改革内容はいつでも実現可能な状態となってし
まっているのである。
　その意味で、地域の医療者はこの提言書に書かれた内
容を決して受け入れることはできないのである。
　私たちはこの提言書とそれを手掛けた厚生労働省を厳
しく批判する。
　厚生労働省は提言書を具体化せず、「必要な医療を必
要なだけ」保障する皆保険体制を堅持し、発展させる立
場に返るべきだ。
 2015年６月23日
 京都府保険医協会　副理事長　渡邉 賢治

　塩崎恭久厚生労働大臣直轄の有識者会議である「保健医療2035策定懇談会」が６月９日、「保健医療
2035提言書」をまとめ、塩崎厚労大臣に提出した。この提言書は、国による全ての人々に対する統一的
な医療保障という観点での政策をほぼ完全に解体し、一方で、地方自治体による確実な医療費抑制を可
能とする方策を基本に据えている。さらには、医療を産業と捉え、経済成長を目的とした「病院」「名
医」「医療提供体制」「地域包括ケアシステム」の海外展開を提案。こうした政策の実現に向け、提言は
全国統一給付原則と必要充足原則を否定し、フリーアクセスの制限を打ち出した。あからさまな国民皆
保険体制の解体で、なにより、この提言を厚生労働大臣直轄の有識者会議がまとめたことに怒りを禁じ
えない。協会は、６月23日付で「健康先進国どころか皆保険制度を根底から破壊！『保健医療2035』を
批判する」とする談話を発表。塩崎厚労大臣宛に送付した。また今後は、知事会や市町村へ、国に対し
提言を具体化しないよう声をあげてもらうよう要請する。

健康先進国どころか皆保険制度を根底から破壊 !
「保健医療2035」 を批判する

2 0 1 5 年 (平成 2 7 年) 7 月 5 日第 2 9 3 4 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 4 )毎月 5日･20日･25日発行



の
様
子
を
見
に
来
室
し
て
い
た

が
、
両
足
底
部
の
確
認
を
怠
っ

て
い
た
。

　
紛
争
発
生
か
ら
解
決
ま
で
約

11
カ
月
間
要
し
た
。

〈
問
題
点
〉

　
医
療
機
関
側
の
主
張
通
り
、

腰
椎
麻
酔
を
施
行
し
た
患
者
は

痛
覚
・
運
動
が
麻
痺
し
て
お

り
、
低
温
熱
傷
を

予
見
で
き
た
の

で
、
患
者
が
寒
い

と
訴
え
た
と
し
て

も
使
用
す
べ
き
で

は
な
か
っ
た
。
ま

た
、
ホ
ッ
ト
パ
ッ
ク
使
用
開
始

30
分
後
に
看
護
師
が
位
置
交
換

を
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
点
で

接
触
す
る
こ
と
に
な
り
、
低
温

熱
傷
と
な
っ
た
可
能
性
が
高
い

と
推
測
さ
れ
た
。
か
つ
て
は
湯

た
ん
ぽ
が
よ
く
使
用
さ
れ
て
い

て
、
同
様
の
事
故
が
発
生
し
て

な
い
が
ア
ル
バ
イ
ト
に
行
け
な

く
な
っ
た
休
業
補
償
等
、
賠
償

請
求
し
て
き
た
。

　
医
療
機
関
側
と
し
て
は
、
低

温
熱
傷
は
ホ
ッ
ト
パ
ッ
ク
が
原

因
で
あ
り
、
腰
椎
麻
酔
を
施
行

し
た
患
者
に
ホ
ッ
ト
パ
ッ
ク
を

使
用
す
る
こ
と
は
原
則
禁
止
と

し
て
い
る
。
看
護
師
は
そ
の
旨

理
解
し
て
い
た
が
、
患
者
の
た

め
を
思
い
少
し
ぬ
る
め
の
ホ
ッ

ト
パ
ッ
ク
を
使
用
し
た
が
、
そ

の
判
断
は
誤
り
で
あ
っ
た
と
し

て
全
面
的
に
過
誤
を
認
め
た
。

な
お
、
ホ
ッ
ト
パ
ッ
ク
使
用
開

始
か
ら
低
温
熱
傷
発
覚
ま
で
、

医
師
や
看
護
師
が
複
数
回
患
者

（
30
歳
代
後
半
女
性
）

〈
事
故
の
概
要
と
経
過
〉

　
痔
瘻
根
治
術
目

的
で
入
院
。
同
日

に
腰
椎
麻
酔
下
で

根
治
術
を
施
行
し

た
。
手
術
時
間
は

20
分
で
特
に
問
題

な
く
終
了
し
た
。
帰
室
後
に
患

者
が
足
下
が
寒
い
と
訴
え
た
た

め
、
看
護
師
が
ホ
ッ
ト
パ
ッ
ク

を
使
用
し
、
30
分
後
に
位
置
変

更
し
た
。
と
こ
ろ
が
7
時
間
後

に
麻
酔
が
切
れ
両
下
肢
の
傷
み

を
訴
え
た
た
め
、
確
認
し
た
と

こ
ろ
両
足
底
部
に
低
温
熱
傷
が

発
生
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し

た
。
患
者
に
は
直
ち
に
謝
罪
を

し
て
氷
枕
で
対
応
す
る
と
と
も

に
ロ
ク
フ
ェ
ナ
ミ
ン
®
を
内
服

し
た
。
翌
日
リ
ン
デ
ロ
ン
Ｖ
Ｇ

®
軟
膏
塗
布
、
ハ
イ
ド
ロ
サ
イ

ト
®
に
て
被
覆
。
両
足
底
低
温

熱
傷
Ⅱ
〜
Ⅲ
度
と
診
断
さ
れ

た
。患
者
は
そ
の
後
退
院
し
た
。

　
患
者
側
は
、
額
は
明
確
で
は

　
大
阪
で
6
月
4
〜
6
日
に
開
か

れ
た
日
本
精
神
神
経
学
会
の
学
術

総
会
で
、「
ナ
チ
時
代
の
精
神
医

学
」
に
関
す
る
特
別
講
演
と
40
枚

の
パ
ネ
ル
展
示
が
行
わ
れ
た
。

　
ド
イ
ツ
に
限
定
し
た
内
容
で
は

あ
っ
た
も
の
の
、
日
本
の
メ

ジ
ャ
ー
な
医
学
会
が
、
負
の
歴
史

を
扱
っ
た
の
は
異
例
だ
。
神
奈
川

県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
の
岩
井

一
正
所
長
の
尽
力
で
実
現
し
た
。

　
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
が
、
少
な
く
と

も
6
0
0
万
人
以
上
の
ユ
ダ
ヤ

人
や
ロ
マ
人
ら
を
殺
害
し
た
民
族

絶
滅
政
策
（
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
）
は

世
界
的
に
知
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
に
先
行
し
て
精

神
障
害
者
・
知
的
障
害
者
・
身
体

障
害
者
・
遺
伝
病
患
者
ら
を
大
量

に
殺
害
し
た
こ
と
を
知
る
人
は
、

日
本
で
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。

　
最
初
は
強
制
断
種
か
ら
始
ま
っ

た
。
1
9
3
3
年
に
「
遺
伝
病
子

孫
予
防
法
」
が
成
立
し
た
。
精
神

病
や
知
的
障
害
と
報
告
さ
れ
た
人

々
に
対
し
「
遺
伝
健
康
裁
判
所
」

の
医
師
と
判
事
が
判
決
を
下
し

た
。
そ
れ
に
沿
っ
て
産
婦
人
科

医
、
外
科
医
た
ち
は
、
40
万
人
以

上
に
断
種
手
術
を
実
行
し
た
。

　
1
9
3
9
年
か
ら
は
「
Ｔ
4
作

戦
」
が
精
神
病
院
な
ど
で
ひ
そ
か

に
進
め
ら
れ
た
。
統
合
失
調
症
、

て
ん
か
ん
、
知
的
障
害
、
老
年
性

疾
患
、
進
行
し
た
神
経
疾
患
な
ど

の
人
々
が
登
録
さ
れ
た
。

　
鑑
定
医
た
ち
は
、
労
働
能
力
の

有
無
、
診
断
名
、
5
年
以
上
の
入

院
、
犯
罪
歴
、
人
種
に
よ
っ
て
、

安
楽
死
の
対
象
と
す
る
か
ど
う
か

を
判
定
し
た
。
登
録
カ
ー
ド
に
赤

字
で
「
＋
」
の
マ
ー
ク
が
書
き
込

ま
れ
る
と
、
患
者
た
ち
は
ガ
ス
室

や
薬
物
注
射
な
ど
で
殺
害
さ
れ
て

い
っ
た
。
家
族
に
は
ウ
ソ
の
死
因

が
伝
え
ら
れ
た
。

　
Ｔ
4
作
戦
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
の
反
対
な
ど
に
よ
り
2
年
弱
で

中
止
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
も
水
面

下
で
殺
害
は
続
い
た
。
犠
牲
者
は

合
わ
せ
て
約
30
万
人
に
の
ぼ
る
と

推
定
さ
れ
て
い
る
。

　
Ｔ
4
作
戦
や
残
虐
な
人
体
実
験

に
か
か
わ
っ
た
医
師
た
ち
の
一
部

は
、
戦
後
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁

判
な
ど
で
裁
か
れ
た
が
、
追
及
を

免
れ
て
医
学
界
で
地
位
を
保
持
し

た
医
師
は
少
な
く
な
か
っ
た
。

　
西
ド
イ
ツ
で
ナ
チ
医
学
の
検
証

が
始
ま
っ
た
の
は
1
9
8
0
年

代
。
ド
イ
ツ
精
神
医
学
精
神
療
法

神
経
学
会
（
Ｄ
Ｇ
Ｐ
Ｐ
Ｎ
）
は
2

0
1
0
年
に
犠
牲
者
へ
の
追
悼
式

典
を
開
き
、
謝
罪
を
表
明
し
た
。

　
そ
の
時
に
学
会
会
長
だ
っ
た

ア
ー
ヘ
ン
大
学
の
フ
ラ
ン
ク
・

シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
教
授
は
、
大
阪
で

の
特
別
講
演
で
、
謝
罪
に
70
年
を

要
し
た
こ
と
を
悔
や
む
と
と
も

に
、「
第
三
帝
国
で
は
『
人
間
の

命
に
価
値
が
あ
る
か
』
が
判
断
基

準
と
さ
れ
て
い
た
」と
指
摘
し
た
。

　
優
生
思
想
に
基
づ
く
民
族
衛
生

学
は
、
不
良
な
子
孫
の
出
生
防
止

を
掲
げ
た
。
他
の
欧
米
諸
国
や
日

本
で
も
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。

そ
こ
か
ら
も
う
一
段
進
ん
で
「
価

値
な
き
生
命
」「
社
会
の
お
荷
物

的
存
在
」
の
抹
殺
ま
で
実
行
し
た

の
が
ナ
チ
ス
だ
っ
た
。

　
そ
の
思
想
に
「
科
学
性
」
を
与

え
た
の
は
生
物
学
者
・
医
学
者
で

あ
り
、
医
師
た
ち
の
多
く
は
積
極

的
に
実
行
に
加
わ
っ
た
。
差
別
意

識
だ
け
で
は
な
く
、
使
命
感
、
探

求
心
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
教
授
は
言
及
し

な
か
っ
た
が
、
日
本
の
医
学
界
に

も
検
証
す
べ
き
歴
史
は
多
い
。

　
現
代
を
生
き
る
人
間
に
、
過
去

の
人
々
が
や
っ
た
行
為
に
対
す
る

直
接
の
責
任
は
な
い
け
れ
ど
、
過

去
の
事
実
を
知
り
、
教
訓
に
し
て

倫
理
を
確
立
し
て
い
く
責
任
は
あ

る
。
そ
う
い
う
態
度
を
は
っ
き
り

示
す
こ
と
が
、
信
頼
を
高
め
る
。

負
の
歴
史
を
直
視
し
て
こ
そ

金
融
共
済
委
員
会

（
6
／
24
）の
開
催
状
況

　
各
地
区
か
ら
選
出
の
委
員
に

よ
り
、
共
済
制
度
の
健
全
・
安

定
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①
休
補
運
営
分
科
会

　
給
付
15
件
を
審
査
し
全
件
可

決
し
ま
し
た
。

②
融
資
諮
問
分
科
会

　
融
資
斡
旋
1
件
を
決
定
し
ま

し
た
。

い
た
が
、
湯
た
ん
ぽ
を
使
用
す

る
医
療
機
関
が
減
少
し
て
く
る

と
と
も
に
、
低
温
熱
傷
の
事
故

は
減
少
し
て
い
た
。
今
後
は

ホ
ッ
ト
パ
ッ
ク
の
使
用
法
が
要

注
意
で
あ
る
。

〈
解
決
方
法
〉

　
医
療
機
関
側
が
全
面
的
に
過

誤
を
認
め
、
賠
償
金
を
支
払
い

示
談
し
た
。

ホ
ッ
ト
パ
ッ
ク
に
よ
る
低
温
熱
傷

　
Ｑ
、
再
診
料
の
地
域
包
括
診

療
加
算
お
よ
び
地
域
包
括
診
療

料
に
お
け
る
慢
性
疾
患
の
指
導

に
係
る
適
切
な
研
修
に
つ
い

て
、
2
0
1
5
年
3
月
31
日
ま

で
に
研
修
を
修
了
し
、
届
出
を

行
っ
た
場
合
、
い
つ
ま
で
当
該

加
算
等
を
算
定
で
き
ま
す
か
。

　
Ａ
、
2
0
1
7
年
3
月
31
日

ま
で
算
定
で
き
ま
す
。
そ
の
後

も
継
続
し
て
算
定
す
る
場
合

は
、
2
年
間
で
通
算
20
時
間
以

上
の
研
修
を
受
講
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
。
つ
ま
り
、
17
年
3

月
31
日
ま
で
に
、
前
述
の
研
修

を
受
講
し
、
研
修
実
績
を
提
出

す
れ
ば
、
17
年
4
月
1
日
以
降

も
引
き
続
い
て
算
定
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
17
年
4
月
以
降
に
初

回
の
届
出
を
行
っ
た
場
合
も
、

当
該
加
算
等
を
算
定
す
る
月
の

1
日
か
ら
起
算
し
て
2
年
毎
に

研
修
実
績
を
提
出
す
る
こ
と

で
、
引
き
続
き
算
定
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

地
域
包
括
診
療
加
算
等
の
慢
性
疾
患
指
導
に

係
る
研
修
に
つ
い
て

読売新聞大阪本社編集委員　原　昌平

の

50

日　時 7月23日（木）午後２時～４時
場　所 京都府保険医協会・会議室
講　師 ひろせ税理士法人所長　花山 和士 税理士
対　象 会員、事務長、経理担当者、その他関係職員の方
 ※会場の都合上、１医療機関２人まで

協　賛 有限会社アミス

マイナンバー導入に伴う医療機関実務
　マイナンバー導入に伴い、医療機関で必要となるマイナンバーの収集か
ら管理までの留意点について、分かり易く解説します。

経営対策セミナー

針刺し事故等補償プラン
身近なリスクの備えに

8月1日から
1年間

案内パンフレット（橙色の冊子）は本紙５月５日号とともにお届けしまし
た。ぜひこの機会に加入をご検討下さい。お問い合わせは京都府保険医協会
（☎075-212-8877）まで。

（団体傷害総合保険・損保ジャパン日本興亜取扱）

案内パンフレット（青色の冊子）は本紙５月20日号
とともにお届けしました。お問い合わせは京都府保険
医協会（☎075-212-8877）まで。

保険料は25%
割引でお得!

ゴルフをたしなむ会員・ご家族のみなさま

○保険期間 8月5日 午後4時から1年間
 （中途での加入も可能）

○会員のご家族も加入できます
こんな時に補償されます！
◆ ゴルフプレー中に他人に損害を与えた時
◆ ゴルフプレー中にご自身がケガをした時
◆ ゴルフ用品に事故があった時
◆ ホールインワン・アルバトロスを達成した時　など

ゴルファー保険に
ご加入ですか?

税理士まかせだけ
にはできない

要申込
定員50人

１ ．被保険者が医療関係の業務に従事中に生じた偶然な
血液暴露事故を直接の原因として、HBVに感染後Ｂ
型肝炎を発病して治療を受けた場合、HCV・HIVに感
染した場合に保険金をお支払い

２ ．日常生活における急激かつ偶然な外来
の事故によるケガも補償

３ ．保険料は団体割引20％を適用（京都府
保険医協会が契約者となる団体契約）

中途でも
加入

できます
!!

2 0 1 5 年 (平成 2 7 年) 7 月 5 日 第 2 9 3 4 号京 都 保 険 医 新 聞( 5 ) 毎月 5日･20日･25日発行

医
師
が
選
ん
だ

医
事
紛
争
事
例
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ぜ
ひ
、ご
利
用
下
さ
い
！

　
協
会
は
専
門
家
対
応
に
よ
る

各
種
相
談
を
、
随
時
受
け
付
け

て
い
ま
す
。
事
務
局
ま
で
お
申

込
み
下
さ
い
。
30
分
間
無
料
。

▽
法
律
▽
税
務
▽
雇
用
管
理
▽
建

築
▽
資
産
運
用
▽
廃
棄
物
処
理

※ 

専
門
家
は
複
数
人
の
中
か

ら
、
ご
希
望
の
方
を
お
選
び

い
た
だ
け
ま
す
。

※ 

先
生
の
ご
都
合
の
良
い
日
で

日
程
調
整
し
ま
す
。

※ 

相
談
は
無
料
（
た
だ
し
、
1

事
案
1
回
か
ぎ
り
）。
1
事

案
に
つ
き
、
1
回
の
無
料
相

談
を
超
え
て
の
ご
相
談
は
、

個
別
相
談
に
移
行
し
有
料
に

な
り
ま
す
。

各
種
相
談
の
ご
案
内

京
都
実
地
医
家
の
会

第
１
０
５
回
例
会

　
日
　
時　
9
月
12
日
（
土
）

午
後
3
時
30
分
〜

　
場
　
所　
ホ
テ
ル
日
航
プ
リ

ン
セ
ス
京
都
3
Ｆ
「
ロ
ー
ズ
」

　
特
別
講
演
1
「
循
環
器
疾
患

の
リ
ス
ク
と
し
て
の
尿
酸
：
尿

酸
値
の
高
い
時
と
低
い
時
の
対

応
」久
留
一
郎
氏（
鳥
取
大
学
大

学
院　
医
学
系
研
究
科　
再
生

医
療
学
分
野
教
授
）、〈
座
長
〉

岩
瀬
知
行
氏（
岩
瀬
医
院
院
長
）

　
特
別
講
演
2
「
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｈ
の

病
態
、
診
断
、
治
療
の
最
近
の

話
題
」
岡
上
武
氏
（
大
阪
府
済

生
会
吹
田
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー

総
長
）、〈
座
長
〉
堀
直
樹
氏

（
堀
医
院
院
長
）

　
共
　
催　
京
都
実
地
医
家
の

会
（
連
絡
先
：
0
7
5
・
9
5

1
・
1
5
0
8　
鈴
木
医
院
）、

帝
人
フ
ァ
ー
マ
株
式
会
社

　
※
会
員
以
外
の
先
生
方
の
ご

参
加
を
歓
迎
し
ま
す
。
当
日
会

費
1
0
0
0
円
（
当
会
入
会
金

1
0
0
0
円
、年
会
費
不
要
）。

医
師
・
医
学
者
ア
ピ
ー
ル
に
賛
同
を

安
全
保
障
法
案
に
反
対
す
る

　
協
会
は
「
安
全
保
障
関
連
法
案
に
反
対
す
る
医

師
・
医
学
者
ア
ピ
ー
ル
」
賛
同
に
取
り
組
み
ま

す
。
会
員
向
け
に
は
往
復
ハ
ガ
キ
を
送
付
す
る
な

ど
し
て
賛
同
を
募
り
、
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

公
表
予
定
で
す
。
円
山
野
外
音
楽
堂
で
開
催
予
定

の
「
京
都
ア
ク
シ
ョ
ン
7
・
18
府
民
大
集
会
」
に

向
け
、
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く
た
め
、
第
一
次
締
切

を
7
月
15
日
と
し
ま
す
。
公
表
す
る
の
は
氏
名
と

肩
書
（
①
医
療
機
関
名
②
団
体
の
役
職
名
―
の
い

ず
れ
か
）。
賛
同
は
、
返
信
用
ハ
ガ
キ
、
フ
ァ
ク

ス
、
メ
ー
ル
で
も
受
け
付
け
る
の
で
、
ぜ
ひ
と
も

ご
協
力
下
さ
い
。

日　時 8月2日（日） 午後1時30分～3時30分
場　所 立命館大学国際平和ミュージアム
　　　　中野記念ホール
要申込・無料（先着100人）　 お申込は協会まで！

2015年（第35回）平和のための京都の戦争展プレ企画

　戦後、進駐軍の米兵と日本人女性の間に生まれた子どもたち
が育った施設－「エリザベス・サンダースホーム」を創始した
沢田美喜氏。その陰には、彼女のＧＨＱとの戦いがあった。青
木冨貴子氏が、新刊『GHQと戦った女　沢田美喜』（新潮社）
出版にあたり、その壮絶な経緯と、占領期の現実を語り、これ
からの日本の行方を語る。

青木冨貴子さん講演会

「ＧＨＱと戦った女 沢田美喜」

　安倍政権は「戦争をしない国」
から「戦争をする国」への大転換
を強引にはかろうとしています。
集団的自衛権の行使を可能にし、
アメリカなどが海外で行う軍事行
動に加担する安全保障関連法案の
今国会での成立が目論まれていま
す。しかし、衆議院憲法審査会の
参考人質疑で与党推薦も含めた憲
法学者から揃って「違憲」との認
識をつきつけられ、法案の正当性
と立憲主義が改めて問われる事態
となっています。
　それでも政府は国民の不安や疑
問に答える姿勢を示さないばかり
か、今国会のみで通してしまおう
と大幅会期延長を決めました。国
民の多くが法案に否定的な中、数
の力だけで押し通すようなことが
あってはなりません。私たち、い
のちを守ることを使命とする医
師・医学者は、日本を再び戦争す
る国にしないため、この法案の成
立に断固反対します。

　同時並行で全ての医療従事者による「戦争法案」に反対するポスター運動も
展開します。これは、ポスター作成への賛同金を集めて、名前を掲載し、その
ポスターを医療機関等に掲示してもらうというもの。近日中に案内チラシを送
付予定なので、ご協力をお願いします。

公
表
予
定
で
す
。
円
山
野
外
音
楽
堂
で
開
催
予
定

の
「
京
都
ア
ク
シ
ョ
ン

　安倍政権は「戦争をしない国」

アピール

ポスター運動にも参加を

会
終
了
後
に
意
見
交
換
の
場
を

用
意
し
て
い
ま
す
。

　
※
日
医
生
涯
教
育
講
座
受
講

単
位
：
2
単
位
、
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
コ
ー
ド
：
2　
継
続
的
な
学

習
と
臨
床
能
力
の
保
持
、
15　

臨
床
問
題
解
決
の
プ
ロ
セ
ス
、

73　
慢
性
疾
患
・
複
合
疾
患
の

管
理
、
82　
生
活
習
慣

8月4日（火）～9日（日）
9時30分～16時30分

立命館大学
国際平和ミュージアム・
中野記念ホールほか

いまこそ不戦・平和を誓
う

平和反核運動の70年

核兵器廃絶の声を世界
に

戦争しない国づくりを今

2015年（第35回）
平和のための京都の

反核平和運動の軌跡から
未来の平和を学ぶ

戦後70年特別展

　
西
城
建
志
氏
（
享
年
65
、
相

楽
）
6
月
26
日
ご
逝
去
。

　
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま

す
。

訃
　
報

対
象
に
、
被
災
労
働
者
と
遺
族

に
対
し
必
要
な
給
付
を
行
う
制

度
で
あ
る
。
労
働
者
災
害
補
償

保
険
法
に
基
づ
い
て
い
る
。
労

働
者
を
一
人
で
も
雇
用
す
る
事

業
主
は
労
災
保
険
料
を
支
払

い
、
被
災
労
働
者
は
労
災
保
険

に
よ
っ
て
補
償
給
付
を
受
け
る

ら
な
い
が
、
こ
れ
は
コ
ス
ト
の

上
昇
に
直
結
す
る
。
企
業
が
二

硫
化
炭
素
中
毒
を
認
め
た
く
な

い
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
そ
の

た
め
、
厚
生
労
働
省
は
労
災
か

く
し
を
厳
し
く
告
発
し
て
い
る
。

　
裁
判
で
は
現
場
の
労
働
者
の

証
言
に
よ
っ
て
、
防
毒
マ
ス
ク

の
不
備
、
安
全
教
育
軽
視
、
形

式
的
な
検
診
な
ど
の
実
態
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
工
場
の
現
場

検
証
も
行
わ
れ
た
。
あ
ら
か
じ

め
除
外
さ
れ
て
い
た
い
く
つ
か

の
紡
糸
室
も
、
原
告
側
の
強
い

要
求
で
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

リ
ボ
ン
室
だ
け
は
最
後
ま
で
見

吉中 丈志（中京西部）

見つめ直そうつめ直そう

18

こ
と
に
な
る
。
労
働
者
の
補
償

を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
保
険

に
よ
っ
て
事
業
主
の
直
接
的
な

補
償
義
務
を
免
除
し
て
い
る
の

で
あ
る
。も
ち
ろ
ん
企
業
は
、労

働
環
境
に
問
題
が
あ
る
場
合
に

は
労
働
安
全
衛
生
上
、
必
要
な

改
善
措
置
を
取
ら
な
け
れ
ば
な

で
き
た
。
C
S
　2
関
係
会
社
に

よ
る
臨
時
運
営
委
員
会
（
1
9

8
8
年
12
月
7
日
）
と
、
同
産

業
衛
生
研
究
会
（
産
業
医
が
メ

ン
バ
ー　
同
年
11
月
15
日
）
の

報
告
で
あ
る
。
重
要
注
意
文
書

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
熊
本
（
興
人
八
代
）
で
提
訴

さ
れ
た
事
例
に
つ
い
て
同
年
11

月
7
日
に
意
見
交
換
を
行
い
、

原
告
は
業
務
外
と
結
論
し
た
こ

と
、「
暴
露
の
指
標
と
し
て
の

尿
中
の
二
硫
化
炭
素
濃
度
」

（
北
里
大
学　
関
医
師
）
の
論

文
は
C
S
　2
問
題
の
状
況
を
勘

案
し
て
投
稿
を
見
送
る
こ
と
、

ユ
ニ
チ
カ
関
係
民
事
裁
判
の
動

向
報
告
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い

る
。
論
文
発
表
に
介
入
す
る
企

業
、
こ
れ
に
迎
合
す
る
研
究
者

の
様
子
が
見
て
取
れ
る
。

　
企
業
は
労
働
者
の
労
災
申
請

に
対
し
て
、「
こ
れ
ま
で
職
業

病
を
訴
え
る
従
業
員
は
一
切
な

か
っ
た
」
と
述
べ
て
否
定
し

た
。
多
く
の
苦
労
の
末
、
労
働

者
が
二
硫
化
炭
素
中
毒
の
業
務

上
認
定
を
勝
ち
取
っ
た
こ
と
は

こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
。
す
る
と

一
転
し
て
企
業
自
身
が
労
災
申

請
を
行
い
、
6
人
が
認
定
さ
れ

た
。
こ
の
よ
う
な
対
応
に
は
、

労
働
者
の
健
康
に
責
任
を
負
う

企
業
姿
勢
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

お
ま
け
に
、
労
災
認
定
患
者
が

出
た
後
に
実
施
さ
れ
た
企
業
健

診
で
も
前
回
紹
介
し
た
被
災
者

た
ち
は
見
逃
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
労
災
か
く
し
と

言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　
労
災
保
険
は
、
業
務
に
よ
る

負
傷
、
疾
病
、
障
害
、
死
亡
を

　
二
硫
化
炭
素
の
生
物
学
的
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
と
し
て
注
目
さ
れ

て
い
た
の
は
、代
謝
産
物
Ｔ
Ｔ

Ｃ
Ａ（2・T

hiazolizine-4・
carb oxilic acid

）で
あ
る
。

こ
の
測
定
法
が
改
良
さ
れ
、
1

9
8
8
年
ご
ろ

に
は
産
業
衛
生

学
会
で
報
告
さ

れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
れ

を
用
い
た
「
予

備
調
査
の
実
施

要
項
」
を
見
て

驚
い
た
。「
防

毒
マ
ス
ク
を
着

用
し
な
い
2
工

場
に
協
力
を
お

願
い
す
る
」
と

あ
る
。
レ
ー
ヨ

ン
工
場
の
防
護

せ
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
と
言

わ
れ
た
が
、
そ

れ
で
も
労
働
環

境
が
劣
悪
で
あ

る
こ
と
を
裁
判

官
に
強
く
印
象

付
け
た
。

　
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は

二
硫
化
炭
素（
C
S
　2
）

濃
度
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
換
気
を
し
て
測
定

す
れ
ば
下
る
た
め
、
労

働
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
し
て

の
信
頼
性
は
低
い
。
結
局
、
労

働
者
の
個
人
暴
露
量
が
測
定
で

き
れ
ば
も
っ
と
も
適
切
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
、
企
業
と

産
業
医
の
癒
着
を
示
す
化
繊
協

会
の
資
料
を
入
手
す
る
こ
と
が

労
災
隠
し
と
研
究
者

対
策
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
わ
け
だ
。
労
災
か
く
し

に
加
担
す
る
ば
か
り
か
、
危
険

を
放
置
し
た
ま
ま
、
こ
の
よ
う

な
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
は
二

重
に
非
倫
理
的
で
あ
る
。
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